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１ 岩手県の処理の特徴 
○ 県内内陸部と15都府県の自治体における広域処理や応援職員の派遣、 
 国の調整等、各方面から多大な協力 
 

○ 処理方法の企画提案等を基に、業者選定と業務委託、学界、有識者等 
 から多数の助言 
  これらの産学官の緊密な連携により、計画目標のとおり災害廃棄物の 
 処理を３年間で終了 
 

○ 県内一般廃棄物の１４年間分に相当する618万トンの災害廃棄物を処理 
 した。 
 

○ セメント資源化や復興資材化等により総量の88％を再生利用 
 

○ 地元業者の活用や被災者の雇用を処理委託の要件とすることなどによ 
 り、地域経済に配慮 
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○ 県内一般廃棄物の１４年間分に相当する、６１８万ｔの災害廃棄物が発生した。 
 （平成22年度の一般廃棄物処理実績44.6万ｔとの比較） 
○ 津波被害によるものが大部分で、沿岸全域から塩分を含む多様な混合廃棄物 
 が膨大に発生した。種類別では、不燃系廃棄物が８５％（津波堆積土、コンクリー 
 トがら、不燃物）と大部分を占めた。 

津波堆積土

184万ｔ

（29.8％）

コンクリートがら

225万ｔ

（36.4％）

不燃系廃棄物

114万ｔ

（18.4％）

可燃物

60万ｔ

（9.7％）

不燃物523万ｔ（84.6％）

柱材・角材

８万ｔ

（1.3％）

金属くず

18万ｔ

（2.9％）

その他

９万ｔ

（1.5％）

再生利用545万ｔ（88.2％）

復興資材化

（津波堆積土の盛土利用等）

184万ｔ

（29.8％）

再生利用（再生砕石等）

254万ｔ

（41.1％）

セメント資源化

106万ｔ

（17.2％）

焼却

44万ｔ

（7.1％）

熱利用

1万ｔ

（0.1％）

埋立

29万ｔ

（4.7％）

【災害廃棄物の処理実績】 

 ○ 種類別内訳（発生量618万ｔ） 

 

 ○ 処理別内訳（処理量618万ｔ） 
 

災害廃棄物の内容と発生量 

【６１８万ｔの内訳】 
  ・災害廃棄物５８４万トン処理  
  ・復旧事業の前倒し等で３４万トン処理 



岩手県全体の処理実績の推移（平成26年3月末時点） 

24年度末 
約39％ 

23年度末 

約10％ 

破砕・選別施設の設置や処
理先の調整が中心 

比重の小さい柱材・角材や可
燃物を優先して処理 

比重の大きい不燃系廃棄物や
津波堆積物の処理が本格化 



し尿処理体制構築のフロー 

ステップ １ 避難所（最大約400か所）等への仮設トイレの配備  

↓ 

 県：内陸部リース業者から調達、配送調整（825基） 
 ★ １基当たりの使用人数をどうするか（50人/基をベース） 
 ★ 洋式トイレの不足も課題 
 ★ 経費（約３千万円）は災害救助法の対象 

ステップ ２ し尿の収集運搬・処分体制の確保 

↓ 

 ★ 全国環境整備事業協同組合連合会及び岩手県環境整備事業 
   協同組合加盟１５５社、（財）浜松市清掃公社により運搬 
 ★ 内陸地区し尿処理場、下水道終末処理施設 
 ★ 内陸部への搬送のため、中継積み替え施設 

ステップ ３ 処理施設の復旧 

 ★ 県内16施設中4施設が被災（内陸2施設、沿岸2施設） 
     気仙広域連合衛生センターを除き3月23日までに仮復旧 
 ★ 廃棄物処理施設災害復旧事業を活用して復旧 
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災害廃棄物の処理は？ 

 災害廃棄物 ＝ 一般廃棄物 → 市町村の責務 であるが・・・ 

  廃棄物処理法第2条：産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物 

  廃棄物処理法第22条（国庫補助）：市町村に対する補助（通常１/２） 

・県全体で1年間に発生する一般廃棄物の14年分に相当する量  

・沿岸市町村単位では、100年分以上に相当する量 
  陸前高田市 349年、大槌町128年、野田村126年、・・久慈市6年、洋野町5年  

・多くの職員が被災し、役場庁舎も損壊した市町村もある 

⇒⇒⇒県が主体的に支援する必要 
 ※過去の例：軽米町の集中豪雨（H11.10 雪谷川洪水） 
         →県が県内市町村連携調整及び国庫補助対象外を補助 
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市町村業務との調整 役割分担 



国への要望 補助金（１/２から全額国庫対応、県代行への措置） 

→樋高政務官が全額国庫支出を約束（3月26日） 

  →国庫補助制度見直し要望（事務費、公物解体等、補助対象外への措置） 

  →予算の確保（処理費用の概算、予算調製課調整、4月臨時会提案） 

→地方自治法第252条の14により市町村から県に委託可能 

  →市町村議会、県議会の承認が必要（議会、専決処分）  

  →市町村の意向確認 

  →災害廃棄物処理対策協議会設立（環境省からの要請） 
    ３月29日 第1回協議会（準備期間3日） 
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国への要望 （制度の見直し）  

 廃棄物処理法（再委託禁止、許認可、海洋投入） 
 ・被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合における処理の再委託の特 
  例措置（平成23年7月8日政令第215号、平成23年環境省令第15号） 
 
 ・コンクリートくず等の災害廃棄物を安定型最終処分場において処理する場合 
  の手続の簡素化のための措置（平成23年5月9日環境省令第8号） 
 
 ・一般廃棄物を産業廃棄物処理施設において処理する際の届出期間に関す 
  る例外規定の創設（平成23年3月31日環境省令第6号） 
 
 ・緊急的な海洋投入処分に関する措置（平成23年6月17日環境省告示第48 
  号） 
 
 ・東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法（平成23 
  年8月18日法律第99号） 

 国庫補助制度（特例の整備要望） 
 →度重なる要綱改正（事務費の導入、中小企業の解体費、公物解体、・・・） 
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 処理計画の策定 

  種類別発生量推計、施設の確保 

  東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針（マスタープラン）23/5/16発出 
   ・国、県、市町村の役割分担 
   ・スケジュール： 
     処理実施計画策定：平成23年6月中 
     仮置場への移動：生活環境に支障のある廃棄物 8月末までに移動 
                 その他 平成24年3月末 
     中間処理・最終処分：平成26年3月末を目途 
         

  処理実施計画： 
   処理計画の「たたき台」として作成していた素案を「処理実施計画」として 
   第2回災害廃棄物処理対策協議会（6/20）に提案→処理詳細計画を別途 
   作成 

施工監理業者選定（プロポーザル）、委託契約 
   災害廃棄物処理詳細計画 
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災害廃棄物の推計 
★ 原単位を用いた推計（阪神・淡路大震災） 

  倒壊家屋（災害対策本部発表）を基に計算 

  環境省は衛星画像を用いて浸水地域の戸数を計算 

★ 実際の処理に当たっては廃棄物の種類ごとに発生量を推計する必要 

  課題：引き波で流出、火災で焼失した廃棄物、津波堆積物の推計 
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● 紙類 11%
● プラスチック類 9%
● 布・繊維 6%
● 金属くず 7%
● コンクリート・石膏ボード類 6%

木くず 55%
土砂 6%

100%



②宮古市 
（鹿島ＪＶ） 

③山田町 
（奥村組ＪＶ） 

④大槌町 
（竹中土木ＪＶ）  

釜石市 
 

大船渡市 
 

陸前高田市 
 

①野田村 
（奥村組ＪＶ） 

二次仮置場の場所 
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運搬（陸上、鉄道貨物、海上） 

広域処理は宮古市か
ら大阪府のみ 

広域処理は宮古市か
ら大阪府のみ 
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 実際の海上運搬は 
①太平洋セメントへの輸送 と 
②大阪府（市）への輸送 のみ 

鉄道貨物による運搬 

 トラックによる運搬 



宮古地区仮設焼却炉 

処理能力 
95t/日(47.5ｔ/日×2炉） 
㈱タクマ 
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廃棄物処理能力：約45万ｔ/年、災害廃棄物受入量：1,000ｔ／日 

セメント資源化（太平洋セメント大船渡工場） 
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セメント焼成キルン 
除塩施設 1,900ｔ/日 



平成２４年度末 コンクリートがら処理進捗率   
岩手県全体 → ５４ ％ 
山 田 地 区 → ２３ ％ 

山田地区のコンクリートがら処理施設 
５００ｔ/日の処理能力 

平成２４年１２月から２５年３月まで 
処理実績は、約４５５ｔ/日 

通常であれば、 

処理設備の増強や稼働時間の延長 
 なとの方法で対応するところだが・・・ 

「カイゼン活動」で 
作業の効率化を進め、処理を加速する。 
その結果、コストの縮減を図る。 

カイゼン活動の導入（山田町二次仮置場） 



岩手沿岸南部広域環境組合 
岩手沿岸南部クリーンセンター 

受入実績： ３０，５００ｔ 

宮古地区広域行政組合 
宮古清掃センター 
受入実績： １５，８００ｔ 

北上市清掃事業所 
受入実績： ７，３００ｔ 

一関地区広域行政組合 
大東清掃センター 
受入実績： １，８００ｔ 

奥州金ケ崎行政事務組合 
胆江地区衛生センター 
受入実績： ３，２００ｔ 

花巻市清掃センター 
受入実績： ４，９００ｔ 

二戸地区広域行政事務組合 
二戸地区クリーンセンター 

受入実績：３００ｔ 
久慈広域連合 

久慈地区ごみ焼却場 
受入実績： ２，７００ｔ 

滝沢・雫石環境組合 
清掃センター 

受入実績： ５，４００ｔ 

盛岡市クリーンセンター 
受入実績： ７，９００ｔ 

盛岡・紫波地区環境施設組合 
清掃センター 

受入実績： ３，７００ｔ 

八幡平市清掃センター 
受入実績： ３，３００ｔ 

岩手・玉山環境組合 
清掃事業所 
受入実績： ４００ｔ 

県内市町村等における処理状況（焼却） 

遠野市は復興支援
の前線基地となり、
廃棄物の増加によ
り受入困難となる。 

水色：沿岸の一組 緑色：内陸の市 赤色：内陸の一組  
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大槌町一般廃棄物最終処分場 

受入実績： ５００ｔ 

宮古地区広域行政組合 
一般廃棄物最終処分場 
受入実績： ７４，５００ｔ 

二戸地区広域行政事務組合 
不燃物処理場 
受入実績：１００ｔ 久慈広域連合 

久慈地区最終処分場 
受入実績： ９００ｔ 

滝沢・雫石環境組合 
一般廃棄物最終処分場 

受入実績： ５，０００ｔ 

盛岡市リサイクルセンター 
受入実績： ４，０００ｔ 

八幡平市一般廃棄物最終処分場 

受入実績： ８００ｔ 

県内市町村等における処理状況（埋立） 

葛巻町一般廃棄物最終処分場 

受入実績： １００ｔ 

※受入実績：焼却灰の量は含んでいません。 

水色：沿岸の市町村・一組 緑色：内陸の市 赤色：内陸の一組   

覆土材として活用 
 ・北上市  7,000ｔ 
 ・西和賀町   400ｔ 
 ・花巻市      400ｔ 
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緊急対応が必要だった主なもの 
★廃自動車の処理が停滞（平置きにより仮置場を圧迫） 
 理由：有価物、所有者が判明する場合もある→ルールを策定、市町村に通知 

★腐敗した魚類の処理 
 理由：冷凍冷蔵業が被災or停電により腐敗 
環境省通知により埋設保管したが不完全 
 →環境省通知に基づき埋設保管したが不完全 →海洋投入処分の申請 

★仮置場の火災発生 
 理由：仮置場不足により２０ｍを超える積み上げ 
 →積上高５ｍ以下、温度測定の実施等 

★津波堆積物、不燃物由来の土砂の有効活用 
 理由：最終処分場の残余容量不足、高台移転、公共工事から 
     発生する土砂との競合、廃棄物該当性 
 →ルールの創設が必要 

★広域処理 
 理由：県内の処理施設だけでは５年以上必要 
 →国の調整等の下、県外自治体や民間施設の協力により広域処理を実施 
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19 図 海洋投入海域 

H23.7.9 海洋投入処分（陸前高田市長部漁港） 



被災地における害虫対策 
 連絡協議会設置：Ｈ23.8.8 被災者居住地域における害虫等対策連絡会議 
 

 構成員：沿岸保健所、医療推進課、県民くらしの安全課、資源循環推進課 
 （情報共有のため会議開催 Ｈ23.8.8 Ｈ24.3.23） 
 

 講習会の開催： 
     Ｈ24.5.11 日本環境衛生センター、岩手県ペストコントロール協会 
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仮置場の火災（３か所で発生） 
市町村 仮置場名 発生日 鎮火日 備   考 

釜石市 板木山 10月9日 10月9日 自然発火、畳類 

山田町 船越 10月12日 11月7日 自然発火、混合廃棄物 

陸前高田市 曲松 12月9日 12月27日 自然発火、混合廃棄物 
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岩手県の対策 
 ＜モニタリング＞ 

  ・温度測定（サーモグラフィーによる温度分布調査
等） 
  ・深層の温度測定 
  ・可燃ガス（一酸化炭素、メタンガス等） 
 ＜予防措置＞ 
  ・積上げ高さを５ｍ以下とする 
  ・山の上での重機の活動範囲を日単位で変更 
  ・燃料、火花を散らす廃棄物の混在を避ける 
 

国立環境研究所 
○嫌気性微生物代謝によりメタンガス等が発生 
○積上げ高さが高くなると、発熱速度＞放熱速度となり 
 蓄熱が促進 
○オレイン酸（不飽和脂肪酸）は80℃、20時間で発火 
→ ① 積上げ高さ ５ｍ以下 
   ② 一山当たりの設置面積 ２００ｍ２以下 
   ③ 山と山との離間距離 ２ｍ以上 



 

平成23年７月13日：環境省 
     東日本大震災津波堆積物処理指針 
 

平成24年５月25日：環境省 
     東日本大震災からの復旧復興のための公共工 
    事における災害廃棄物由来の再生材の活用に 
       ついて（通知）         
  

地盤工学会の技術指導、監修 

岩手県 復興資材活用マニュアル 
災害廃棄物から分別された土砂及びコンクリートがらの活用について 

平成24年６月29日策定 

復興資材活用マニュアルの策定 



広域処理の状況 
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広域処理にご協力いただいた自治体等 
 １都１府１３県 計３９自治体等 


